
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   

 

こども家庭庁ＨＰから「対象 

者確認申請」を行います。 

その後，市が利用条件を確認 

した上，「総合支援システム」 

の利用アカウントを発行します。 

事前にお子様と一緒に 

ご来園頂き簡単な面接

(お子様の生活状況など

の聞き取り)をします。 

面接の申込みはシステム

から行います。 

利用については原則として，

システムから空き状況を確認

し，仮予約を行います。 

園が確定処理を行うと，予約

が確定します。 

施設の空き状況の範囲で，

月 10 時間を上限に，ご利

用いただけます。 

システムを利用し，登降 

園時間の打刻を行います。 

 

 
【市 問 合 せ】子ども部 保育課 企画グループ ０２８－６３２－２３８４ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ようとう保育園 

     みふみ認定こども園 

     さくらベビースクール 

     西が岡保育園 

     みつば保育園（上横田よつば保育園分園） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


